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　　町からのお知らせ町からのお知らせ

R5. 1.１

新型コロナワクチン接種について

◆ワクチン接種に関する最新情報は、基山町ホームページや LINE、KBC テレビｄボタン等でご確認ください。

　令和５年１月・２月のオミクロン株対応ワクチンの接種体制は、以下のとおりです。

■オミクロン株対応ワクチンの接種体制について

全体ワクチン接種状況 令和 4 年 12 月 12 日時点

回数 接種率 接種人数（人） 対象者（人）

１回目 81.3％ 14,228
17,491２回目 81.0％ 14,167

３回目 68.5％ 11,980
４回目   50.2％ 7,881 15,691
５回目 34.6％ 2,503 7,226

電話・来庁は午前 9 時～午後 5 時（土・日曜、祝日休 ）
 ※来庁時は「接種券」をご持参ください。

問 福祉課　プラチナ社会政策室　☎８５８５－７０５６－７０５６　
　   ９２－７１８４　 fukushi@town.kiyama.lg.jp

① LINE ② WEB ③役場（電話・来庁） ④その他（FAX やメール等）

☎☎０９４２－０９４２－８５８５－－７０５６７０５６
（役場プラチナ社会政策室）
（平日：午前９時～午後５時）

①～③が難しい方は
ＦＡＸ・メールをご利用いただけます。

　  ０９４２－９２－７１８４　
fukushi@town.kiyama.lg.jp

【予約方法】

　初回接種（１・２回目接種）に使用している従来型ワクチンは、新たに国からの供給はありません。接種がまだ
お済みでない方は、重症化予防にも効果が期待されていますので、早めの接種をご検討ください。

■初回接種（１・２回目）がまだお済みでない方へ

■ 乳幼児（生後６か月以上５歳未満）ワクチン接種を実施しています
　乳幼児用ワクチンは、１回目から２回目の接種までに３週間、２回目から３回目の接種までに８週間の間隔を空け
る必要があるため、接種完了まで最短でも11 週間程度要します。現時点では無料で接種できる期間が令和５年３
月 31 日までとなっているため早めの接種をご検討ください。接種を希望される保護者の皆さまは、プラチナ社会政
策室まで電話、FAX 又はメールにてご連絡ください。
▽接種日時　１回目：１月７日（土）、２回目：１月２８日（土）、３回目：３月２５日（土）
　　　　　　午前１１時３０分又は１２時
▽接種場所　なるお内科小児科

１月 個別接種 集団接種

日程 月曜日～土曜日　※医療機関の実施日 15 日、22 日、29 日※日曜日

場所 池田胃腸科外科、鹿毛診療所、
つくし整形外科医院、なるお内科小児科 きやま鹿毛医院

使用ワクチン ファイザー（BA.4-5）

２月 個別接種 集団接種
日程 月曜日～土曜日　※医療機関の実施日 5 日、12 日※日曜日

場所 池田胃腸科外科、鹿毛診療所、さかい胃腸・内視鏡内科クリニック、
つくし整形外科医院、中洲医院、なるお内科小児科 きやま鹿毛医院

使用ワクチン ファイザー（BA.4-5）又はファイザー（BA.1）

※集団接種につきましては、２月１２日（午前中）で終了予定ですので、日曜日に接種を検討されている方は、
　２月１２日までに接種を完了してくだい。

▽接種日時　　 １月・２月の集団接種の日　午後３時 30 分～　※接種希望者がいる場合
▽接種場所　　 きやま鹿毛医院（集団接種）
※接種を希望する方は、接種日をご案内しますので必ずプラチナ社会政策室までご連絡ください。
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　近年、性別、アレルギー、体型、成長、価値観、生活環境等、様々なことへの配慮が求められた
り、LGBTQ、特にトランスジェンダーと呼ばれる自身の性別に違和を感じている生徒や、悩みをもっ
ている子供たちへの配慮が必要だと言われています。
　そこで、基山中学校でも男女別の制服から生徒の誰もが安心して自分らしく学校生活を送ることが
できる新しい制服に変えることについて、令和 3 年度から様々な視点で検討を行ってきました。
　そして、令和５年度の新入生から新しい制服を導入することになりました。

制服が新しくなります !

スカート、ズボン、リボン、ネクタイ等の組み合わせは自由です。
ポロシャツはアイロン不要で、下着が透
けて見えにくい素材でできています。

よくある Q＆ A

基山町立基山中学校

令和５年
度

新入生
からスタ

ート！

-DETAIL--DETAIL-

有
料
広
告

Q3　どこで買えるのですか？ 
A3　おしゃれの店レイとヒラノスポーツで
         購入できます。

Q4　価格はどの程度ですか？ 
A4　冬服のみで 43,000 円程度です。　　 　
　　 夏用のズボン、スカート、
　　 半袖ポロシャツは 17,400 円程度になります。

Q1　現在の生徒も新しい制服となるのですか？ 
A1　新１年生から順次、新しい制服となります。  

Q2　在校生も新しい制服を購入してもよいの
　　 ですか？
A2　在校生も購入していただいて構いません。

町花のつつじ町花のつつじ基山の「K」基山の「K」
キーカラーはエンジ色！（スクールカラー）キーカラーはエンジ色！（スクールカラー）

ワッペン ボタン
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
お
困
り
の
方
へ

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
傷
病
手
当
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
支
給
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
の
被
保
険
者
の
方
で
被
用
者
（
給
与
の

支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
）
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
と
き
、

又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ

れ
る
と
き
に
、
療
養
の
た
め
に
労
務
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
傷
病
手

当
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
が
対
象

で
す
。

・
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
の
被
保
険
者
の
方
で
被
用
者
（
給
与

の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
）

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

し
た
方
、
又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り

感
染
が
疑
わ
れ
る
方
で
、
療
養
の
た
め

に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

・
給
与
の
支
払
い
を
受
け
ら
れ
な
い
か
、

一
部
減
額
さ
れ
て
支
払
わ
れ
て
い
る
方

【
支
給
対
象
期
間
】

　

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
3
日
を
経
過
し
た
日

（
4
日
目
）
か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
期
間
の
う
ち
、
就
労
を
予
定
し

て
い
た
日

【
支
給
額
】

（
直
近
の
継
続
し
た
3
か
月
間
の
給
与
収

入
の
合
計
額
÷
就
労
日
数
）
×
２
/
３ 

×
支
給
対
象
日
数

※
給
与
等
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
は
、
支
給
額
を
調
整

又
は
不
支
給
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
適
用
期
間
】　

※
期
間
が
延
長
に
な
り
ま
し
た
。

令
和
2
年
1
月
1
日
か
ら
令
和
５
年
３

月
31
日
ま
で
（
入
院
等
が
継
続
す
る
場
合

は
、
最
長
1
年
６
か
月
ま
で
）

【
申
請
方
法
】

申
請
書
、
事
業
主
か
ら
の
証
明
書
、
医
療

機
関
か
ら
の
証
明
書
（
受
診
し
な
か
っ
た

場
合
は
不
要
）
等

※
事
前
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
問
合
せ
先　

福
祉
課　

保
険
年
金
係　

☎
（
９
２
）
７
９
３
４　

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

☎
０
９
５
２
（
６
４
）
８
４
７
６

令
和
５
年
１
月
４
日
か
ら

窓
口
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

　
　
　
　
　
　
　
　

始
ま
り
ま
す

　

令
和
５
年
１
月
４
日
か
ら
、
住
民
課
窓
口
で
住
民
票
や
戸

籍
謄
本
、
各
種
証
明
書
等
の
手
数
料
支
払
い
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
で
決
済
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
問
合
せ
先　

住
民
課　

住
民
係　

☎
（
９
２
）
７
９
３
２

有
料
広
告
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「
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
給
付
に
つ
い
て

　

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格
高
騰
の
影
響

を
受
け
、
経
済
的
な
支
援
が
必
要
な
世
帯
に
対
し
、

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
生
活
支
援
特

別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
世
帯

　

給
付
金
は
、
基
準
日
（
令
和
４
年
９
月
30
日
）

時
点
に
お
い
て
、
本
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
て
い
る
方
で
、
次
の
ア
か
ら
カ
ま
で
の
い
ず

れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
世
帯
の
世
帯
主
に
、
１

世
帯
あ
た
り
２
万
５
千
円
を
支
給
し
ま
す
。（
該
当

項
目
が
複
数
あ
る
場
合
も
同
額
で
す
）

ア　

世
帯
全
員
が
、
令
和
４
年
度
の
市
町
村
民
税

所
得
割
が
非
課
税
で
あ
る
（
均
等
割
の
み
課

税
）
世
帯

イ　

世
帯
全
員
の
令
和
３
年
中
の
収
入
金
額
を
合

算
し
た
額
が
3
0
0
万
円
以
下
の
世
帯
の
う

ち
、
基
準
日
に
お
い
て
、
満
18
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ

る
者
が
属
す
る
世
帯

ウ　

令
和
４
年
９
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
受
給

者
が
属
す
る
世
帯

エ　

基
準
日
に
お
い
て
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
又
は
療
育
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
令
和
４
年
９
月
30

日
時
点
で
有
効
期
間
内
の
手
帳
に
限
る
）
が

属
す
る
世
帯

オ　

基
準
日
に
お
い
て
、
65
歳
（
令
和
５
年
３
月

31
日
ま
で
に
65
歳
に
な
る
者
も
含
む
）
以
上

の
一
人
世
帯

カ　

基
準
日
に
お
い
て
、
介
護
保
険
法
に
よ
る
要

介
護
認
定
を
受
け
た
者
で
、
要
介
護
４
又
は

要
介
護
５
の
認
定
を
受
け
た
者
が
属
す
る
世

帯

※
た
だ
し
、
次
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
支
給
対
象

外
と
な
り
ま
す
。

・
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急
支
援

給
付
金
（
１
世
帯
当
た
り
５
万
円
）
の
給
付
対

象
世
帯

・
エ
か
ら
カ
ま
で
に
該
当
す
る
世
帯
で
、
重
度
心

身
障
害
者
医
療
費
の
助
成
対
象
外
と
な
る
世
帯

と
同
等
の
所
得
（
令
和
４
年
度
）
が
あ
る
世
帯

■
給
付
金
の
振
込
み
に
つ
い
て

　

町
か
ら
対
象
世
帯
に
郵
送
で
通
知
し
ま
す
。
給

付
金
が
必
要
な
い
場
合
は
、
令
和
５
年
１
月
16
日

ま
で
に
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

給
付
金
の
振
込
み
は
、
特
別
定
額
給
付
金
、
児

童
扶
養
手
当
受
取
口
座
等
で
申
請
が
あ
っ
た
世
帯

主
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
問
合
せ
先　

福
祉
課　

☎
（
９
２
）
７
９
６
４　

新
成
人
の
皆
さ
ん
へ 

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

▽
国
民
年
金
っ
て
な
に
？

　

国
民
年
金
は
、
年
齢
を
重
ね
た
と

き
や
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活

を
、
現
役
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う

と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で

す
。
20
歳
か
ら
60
歳
未
満
の
方
が
加

入
し
、
保
険
料
を
納
め
ま
す
。
国
が

運
営
す
る
た
め
安
定
し
て
い
て
、
年

金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
証

さ
れ
ま
す
。

▽
ど
ん
な
と
き
に

　

年
金
を
受
け
取
れ
る
の
？

　

国
民
年
金
は
、
老
後
の
た
め
だ
け

の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
齢
を

重
ね
た
と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
が
あ
り
ま

す
。

　

障
害
年
金
は
、
病
気
や
け
が
で
障

害
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
遺
族
年
金
は
、
加
入

者
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
そ
の
加
入

者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

た
遺
族
（
子
の
あ
る
配
偶
者
や
子
）

が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
保
険
料
を
払
え
な
い
と
き
は
？

・
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
方
で
、
本
人
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で

す
。

　

対
象
は
、
大
学
（
大
学
院
）、
短
期

大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、

特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各

種
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
の
課

程
）、
一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分
校

に
在
学
す
る
方
で
す
。

・
保
険
料
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
20
歳
か
ら
50
歳
未
満

の
方
で
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。

　

右
記
の
国
民
年
金
制
度
の
内
容
や

メ
リ
ッ
ト
、
保
険
料
の
納
付
方
法
や

免
除
の
手
続
き
な
ど
に
関
す
る
動
画

は
こ
ち
ら
→

※
問
合
せ
先　

福
祉
課　

保
険
年
金
係　

☎
（
９
２
）
７
９
３
４  

佐
賀
年
金
事
務
所　

☎
０
９
５
２
（
３
１
）
４
１
９
１


